
いじめ防止基本方針 県立嘉手納高等学校

１ 本校におけるいじめ問題への目標

本校は、人間尊重を基調に、知・徳・体の調和のとれた人間を育成し、地域社会を支え

る人材の輩出を目標としている。また総合学科としての特色をいかし、生徒一人一人の個

性・能力・進路に応じた教育活動の推進をめざしている。そのために、全ての生徒が安心

して学校生活を送り、自らの目標に向けて様々な活動に取組むことができるよう、「学校

いじめ防止基本方針」を定める。「いじめは絶対に許されない」行為であるとの認識を全

校生徒、職員、保護者が共有し、いじめの未然防止、早期発見、及び早期解決に努める。

２ いじめ問題に対する基本方針

（１）いじめは人として絶対に許されないという強い認識を持つ。

（２）いじめはどこの学校でも起こり得るという危機意識を持つ。

（３）いじめられている生徒を守ることを最優先する。

３ 組織

（１）名 称

生徒指導・いじめ防止対策委員会

（２）内 容

①学校基本方針に基づく年間を通した取り組み等の計画・立案・実施・検討

②いじめの相談・通報の窓口

③被害者および加害者に対する対応の検討

（３）構 成

校長、教頭、生徒指導主任、教育相談、各学年主任、当該 HR担任

４ 学校の取り組み

（１）未然防止のために

充実した高校生活が送れるよう教育活動の活性化に努める。

「いじめは人として絶対に許されない」学校風土をつくる。

①学習指導の充実

授業ルールの確立、学習環境づくり、アクティブラーニング推進

ユニバーサルデザイン授業推進、学力不安の解消

②学校行事の活性化

新入生歓迎球技大会、遠足等、学校行事をとおして集団帰属意識を高める

③基本的生活習慣の確立と規範意識の高揚

全体集会・学年集会の活用

④ＨＲ活動の充実

生徒の行動観察、各種アンケートの活用（ＱＵ、アセス、学校生活調査等）

⑤体験・交流学習をとおした豊かな人間関係づくり

各系列の体験交流授業、ボランティア活動、就業体験等

⑥部活動の活性化

部活加入率の増、集団行動における協調性、個性の尊重、帰属意識の高揚

⑥人権教育の充実

日常の教育活動全般、講演会、研修等による意識高揚

⑦情報教育の充実

情報モラル教育の充実、ネット犯罪の未然防止

⑦保護者・地域との連携

開かれた学校づくり、地域行事への積極的参加、いじめ防止基本方針の周知



（２）早期発見のために

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われることを認識し、いじめの早期

発見に努める。

①いじめのサインを見落とさないようにする

②学校生活調査（アンケート）の実施

③個別面談、教育相談体制の充実

④報告・連絡・相談体制の確立

⑤情報の共有化

⑥教職員の校内研修の充実

（３）いじめ発生時の対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合、いじめを認知した場合は、情報の収集

と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織

的対応を行う。→ 別紙「いじめ問題への対応の手順」参照

（４）重大事態への対応

①重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じ

た疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。

②校長が重大事態と判断した場合、直ちに県教育委員会に報告するとともに、校長

がリーダーシップを発揮し、学校が主体となり、いじめ対策委員会が必要に応じ

て専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加え、組織で調査し、事態の解決

にあたる。

（５）外部機関との連携

連携が考えられる外部機関

・県教委 ・市町村教委 ・出身中学校 ・県総合教育センター ・警察

・児童相談所 ・市町村の児童、家庭、福祉部局 ・カウンセリングの専門機関

・医療機関 ・法務局 等

（６）年間計画

内 容

４月 新入生オリエンテーション、宿泊研修、新入生歓迎球技大会

５月 遠足、三者面談、科目登録面談、ＱＵ（アセス）調査、ＰＴＡ総会

ルール・マナートレーニング、学校生活調査（いじめ含む）

６月 職員研修（ＱＵ・アセス）、拡大学年会、校内陸上競技大会

第 2回科目登録面談、生徒総会
７月 交通安全講、薬物乱用防止講演会、学級ＰＴＡ、校内弁論大会

学校評議員会、学校保健委員会、夏季補習講座、

８月 夏季講座、校内職員研修

９月 学園祭、教育相談週間

10月 拡大学年会、ＱＵ（アセス）調査、学校生活調査（いじめ含む）

11月 インターンシップ、職員研修（ＱＵ、アセス分析）、学校保健委員会

12月 芸術鑑賞、人権教育講演、サイバー犯罪講演、校内マラソン大会

学校評議員会

１月 総合学科実践報告会

２月 ３年生に贈る会、ワックス作業、学校生活調査（いじめ含む）

３月 卒業式、学校評議員会、学校保健委員会


